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審決取消請求事件

（発明の名称を「入退室管理システム」とする特許の無効審決取消訴訟）［上］（全２回）

−平成28年（行ケ）第10061号、平成29年４月12日判決言渡−

事案の概要
　被告は、発明の名称を「入退室管理システム、受信器および入退室管理方法」（特許の訂正前は「動態
管理システム、受信器および動態管理方法」）とする特許第4763982号の特許権者である。
　原告は、平成27年１月30日、特許庁に対し無効審判を請求した（無効2015－800019号事件）。
　被告は平成27年11月11日、特許請求の範囲の訂正を請求した。
　特許庁は、平成28年１月29日、訂正を認めた上で、請求不成立（特許維持）の審決をした。
　争点は進歩性の判断の誤りであり、主張された取消事由は（１）引用発明の認定の誤り、（２）相違点 
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の認定の誤り、（３）相違点に係る容易想到性の判断の誤りである。
　判決は、審決の引用発明の認定には誤りはないが、相違点の認定に誤りがあり、この誤りが審決の結
論に影響を及ぼすことは明らかであるとして、容易想到性の判断の誤りについて検討をすることなく、
審決を取り消した。正しく相違点の認定をしたならば、特許無効の結論が導かれる可能性があるという
ことである。
　判決は、引用例における発明の目的の記載と整合するように引用例の記載内容を理解した上で、相違
点を審決よりもゆるく認定した。その結果、相違点の構成を開示する他の引用例との組合せが可能とな
る余地が生じた。興味のある事案である。
　なお、進歩性が争われる際に審決取消訴訟で主張される取消事由には、①発明の要旨認定の誤り、②
引用発明の認定の誤り、③一致点・相違点の認定の誤り、④相違点についての判断の誤りなどがある。
もっとも、これらが審決の結論に影響を及ぼすことを明らかにする必要がある。また、以上のような実
体上の認定・判断の誤りの取消事由と併せて、⑤手続上の瑕疵（意見を述べる機会の不付与など）が取消
事由として主張されることもある。本件では、③が問題となった。
　付言すると、本件特許の有効・無効が争われた別の事件（知財高判平成25年３月28日、平成24年（行ケ）
第10280号）がある。別事件では、共同出願（特許法38条）違反が争われ、請求不成立（特許維持）とし
た審決の判断が是認されている。
本件訂正発明
　本件で問題となった訂正後の発明のうち、請求項１に係る発明（本件発明１）は、次のとおりである（他
の請求項は、請求項１の従属発明）。

「【請求項１】出入口の一方側である第１の位置に設けられ、第１特性を有し、ＩＤタグを起動するトリ
ガ信号を出力する、第１トリガ信号発信器と、／前記出入口の他方側である第２の位置に設けられ、前
記第１と異なる第２特性を有するトリガ信号を出力する、第２トリガ信号発信器とを含み、／前記第１
および第２トリガ信号発信器からのトリガ信号に応答して、ＩＤ番号を出力するＩＤタグとを含み、／前
記ＩＤタグは、受信したトリガ信号を特定する情報とともに前記ＩＤ番号を出力し、／前記ＩＤタグが出
力した、トリガ信号を特定する情報およびＩＤ番号を受信する受信器とを含む、入退室管理システム。」
引用発明
　問題となった引用発明（本願の出願前に公知となった刊行物）は、次のとおりである。
　① 刊行物１：特公平５－35935号公報
　② 刊行物２：特開2004－94891号公報
　③ 刊行物３：特開平８－57104号公報
本件特許の明細書の記載（抜粋）
　本件特許の明細書には、図面とともに、次の記載がある。
　【発明の詳細な説明】
　【技術分野】
　【0001】
　この発明は、入退室管理等に用いられる、動態管理システム、それに用いられる受信器、および動態
管理方法に関し、特に複数の人の動向を容易に知ることができる、動態管理システム、それに用いられ
る受信器、および動態管理方法に関する。
　【背景技術】
　【0002】
　従来の入退室管理システムが、たとえば、特開2003－178381号公報（特許文献１）に開示されている。
同公報によれば、入退室監視システムは、分離して設けられた２つのアンテナを有し、２つのアンテナ
を切換えて、受信期間内に応答信号があるか否かを判断して、タグの特定と、移動方向を検出している。
　【特許文献１】特開2003－178381号公報（段落番号0009等）
　【発明の開示】


